
（様式１）

所管課名 薬事管理課 整理番号 2-16

許認可等の種類

根拠法令条例
等・条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合
はその理由）

期間の制定根拠

　－

　１５日

　－

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

　温泉採取のための施設等の変更

　温泉法第14条の７第１項

 温泉採取許可者が、可燃性天然ガスの災害防止上重要な変更をする際の許可

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）

〔参考〕
温泉法第14条の７第２項
　第14条の２第２項（第１号に係る部分に限る。）並びに同条第３項において準用する第４
条第２項及び第３項の規定は、前項の許可について準用する。


